
耐震診断を受けられた方で、診断結果が悪い場合
には、補強工事に対する補助事業があります。
●費　　用　設計費用の2/3
　　　　　　（最大13万2千円）
　　　　　　工事費の2/3＋11.5％
　　　　　　（合わせて最大101万1千円）

◎耐震補強設計と耐震改修工事の一体的に実施す
る場合
●費　　用
⑴工事額の2/5（最大50万円）
⑵設計費と工事費の合計額から⑴を引いた額
（最大66万6千円）
⑴⑵の合計で最大116万6千円
●募集定数　先着6件
※募集の戸数は予算の都合により増減する場合
があります。

①木造住宅
●費　　用   無 料　　●募集定数　先着10件
②非木造住宅
●費　　用　診断費用の2/3を補助
　　　　　　（８万９千円上限）
●募集定数　先着３件
③申込み方法　
産業建設課に備え付けの申込用紙に必要事項を
記入等のうえ、お申込みください。
※申込用紙は、事前に産業建設課において配布
しています。

④受付期間
4月1日㊍から受け付けています。
※定員になり次第締め切らせていただきます。
⑤対象建物　　
⑴平成12年５月31日以前に着工された専用住
宅、併用住宅、長屋、共同住宅

⑵地上階数が２階以下で、かつ延べ床が400㎡
以下のもの

住 宅 耐 診震 断 申込者募集！
令和3年度

1 耐震診断事業 2 耐震改修事業

マイナンバーカードの申請受付を下記の施設で行います。
当日は無料でカード用の写真を撮影します。
希望される方は、当日の３日前までに電話で予約してください。

【申請時に必要なもの】
・本人確認資料（免許証・保険証など）
・通知カード

【予約電話番号】
住民生活課 住民係　☎６４－１１０２

マイナンバーカードマイナンバーカード
出張申請受付を行います出張申請受付を行います

総合センター 14：00～ 16：00観光交流センター 14：00～ 16：00
（湯浅えき蔵１階）

5月14日㊎ 6月11日㊎ 7月9日㊎ 5月28日㊎ 6月25日㊎ 7月30日㊎

役場では予約なしで、いつでも
申請を受付けています。
写真撮影サービスも実施してい
ます！

問  産業建設課工務係（18番窓口）☎６４ー１１２４

10令和３年５月

次の町有財産を一般競争入札のうえ、売却します。
※詳細は湯浅町ホームページ、湯浅町役場掲示板に掲載していますので、ご覧ください。
　総務課窓口でもご案内しています。

１．売却物件（土地）
　　有田郡湯浅町大字栖原字矢田池尻
　　２８６番１０　（２０９．８３㎡）
　　２８６番１５　（２．１３㎡）
　　※敷地面積は、登記簿面積です。
２．スケジュール
⑴現地説明会
　5月21日㊎　14：00から現地にて
　（事前に電話予約が必要です。）
⑵入札参加申込期間
　5月6日㊍～６月３日㊍
（土・日を除く8：30～17：15まで。ただし、最
終日は15：00まで。）
必要書類を添えて総務課へ持参してください。（郵
送不可）
⑶質問期間
　5月24日㊊～5月31日㊊まで
　（土・日を除く8：30～17：15まで。）
※所定の様式を持参またはＦＡＸ、Ｅメールで提出
してください。

　電話、来訪など口頭による質問は受け付けません。
⑷入札執行日（予定）
　日時：６月４日㊎　10：00より
　場所：湯浅町役場２階　災害対策室

自然のエネルギーを利用して低炭素社会の実現
に寄与するため、太陽光発電システムを住宅に設
置する方に対して、補助金を支給します。

補助金の額は、太陽電池モジュールの公称最大
出力１ｋｗ当たり３５，０００円（上限３ｋｗ　
１０５，０００円）

○太陽光発電システム設置補助金の申し込みは、
順次受け付けております。
○申込みが多数で、予定している上限（10基）

に達した場合は受付を終了させていただきま
す。
○太陽光補助金システムの申込書は湯浅町ホーム
ページ内の「暮らし・手続き」に掲載していま
すのでご利用ください。

支給要件
・湯浅町に住所を有し、その住所に居住してい
る方若しくは、設置後に居住を予定している方
・令和４年3月31日㊍までに設置が完了し、電
力会社と電気受給契約をする方

問  総務課管財係（16番窓口）☎６４ー１１０８

問  住民生活課環境係（５番窓口）☎６４ー１１０２

町有地の購入者募集

３．その他
物件の売却にあたり、諸条件がありますので、湯浅町
ホームページ及び総務課において、「町有財産売却一
般競争入札説明書」及び「条件書」を必ずご確認くだ
さい。

太陽光発電システム設置補助金の募集をします

矢田池
売却予定地

11 令和３年５月


